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発
注
者
は
、
受
注
者
の
長
時
間
労
働
の
是
正
や
建
設
業
の
担
い
手
一
人

ひ
と
り
の
週
休
２
日
の
確
保
な
ど
、
建
設
業
へ
の
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制

の
適
用
に
向
け
た
環
境
整
備
に
対
し
協
力
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
各
工
程
に
遅
れ
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
事
象
等
に
つ
い
て
受
注
者

か
ら
報
告
を
受
け
た
場
合
、
受
注
者
と
共
に
工
程
の
遅
れ
の
原
因
を
明
ら

か
に
し
、
そ
の
原
因
が
発
注
者
の
責
に
帰
す
べ
き
も
の
、
受
注
者
の
責
に
帰
す

べ
き
も
の
、
不
可
抗
力
の
よ
う
に
受
発
注
者
の
責
に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
か
を
特
定
し
た
う
え
で
、
受
発
注
者
間
で
協
議
し
て
必
要
に
応
じ

て
契
約
変
更
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

受
注
者
は
、
建
設
工
事
に
従
事
す
る
者
が
長
時
間
労
働
や
週
休
２
日
の

確
保
が
難
し
い
よ
う
な
工
事
を
行
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
、
著
し
く
短
い
工

期
と
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
受
発
注
者
間
及
び
元
下
間
で
適
正
な
工
期
で

請
負
契
約
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
受
注
者
は
、
施
工
条
件
が
不
明
瞭
な
場
合
は
、
発
注
者
へ
そ
の
旨

を
通
知
し
、
施
工
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。 下

請
負
人
を
含
む
受
注
者
は
建
設
工
事
の
適
正
な
工
期
の
見
積
り
の
提

出
に
努
め
、
そ
の
工
期
に
よ
っ
て
は
建
設
工
事
の
適
正
な
施
工
が
見
込
ま
れ

な
い
請
負
契
約
の
締
結
（「
工
期
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
」
）
は
行
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

発注者の責務 受注者の責務 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

DATA 中央建設業審議会「工期に関する基準」とは？ 
令和元年、適正な⼯期による請負契約の締結を確保し、働き⽅改⾰を促進するため、「新・

担い⼿３法」が成⽴し、その中で中央建設業審議会（国⼟交通省に設置された諮問機関）が
「⼯期に関する基準」を作成・勧告できることが規定されました。これを受けて同審議会が
基準の内容について審議を重ね、令和 2 年 7 ⽉に全 6 章からなる「⼯期に関する基準」が作
成・勧告されました。 

詳しくは☞ https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000711.html 
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⼯期全般にわたって考慮すべき事項 
降雨・降雪日や台風などの自然要因、週休２日の確保など休日・（法定外）労働時間、現

場の状況に伴う制約条件、関係者間の調整や行政への申請など、工期に影響を与える様々

な要素を考慮する必要があります。 
 

 

⼯程別に考慮すべき事項 
工期は大きく準備・施工・後片付けの３段階に分けられます。準備では資材調達・人材確

保等に要する時間を、施工では工程ごとの特徴・進捗管理等を、後片付けでは完了検査や

原形復旧、清掃に必要な時間等を考慮する必要があります。 
 

 

分野別に考慮すべき事項 
民間発注の建設工事では、住宅・不動産、鉄道、電力、ガスの 4 分野が大きな割合を占め

ています。これらの分野については、それぞれの工事の特性を理解し、受発注者間及び元

請・下請間において適切に協議し合意を図ったうえで、適正な工期を設定する必要がありま

す。 

 

工期設定にあたっては、たとえば住宅・不動産分野では、マンション工事における居住者の

事情やテナントの意向を踏まえて決定される完成時期や、再開発工事におけるまちづくりの方

針や関係者との調整などを考慮することが必要となります。また、鉄道分野では線路や駅等の

改良工事における列車の運行時間帯の回避などが、電力分野では送電設備工事における線

路停止作業日程などが、ガス分野ではガス製造施設の新設・改修工事における冬のガス高需

要期間での施工の回避などが、考慮すべき事項として挙げられます。 
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建設業の時間外労働規制の⾒直し  

建設業の将来の担い手確保の観点からも、長時間労働の是正や週休２日の確保など、働き方

改革の推進が喫緊の課題となっています。また、時間外労働の上限規制は、建設業はこれまで

適用猶予とされていましたが、令和６年４月１日以降は適用となり、違反した場合は罰則の対象と

なります。 
 

≪労働基準法の改正内容≫ 
 

（１）時間外労働の上限規制 

・原則として月４５時間・年３６０時間 

・臨時的な特別の事情がある場合でも上回ることのできない上限 

① 時間外労働が年７２０時間以内 

② 時間外労働と休日労働の合計が月１００時間未満 

③ 時間外労働と休日労働の合計について、２～６ヶ月の平均が全て１月当たり８０時間以内 

④ 時間外労働が月４５時間を超えることができるのは、年６か月が限度 
 

（２）建設業の取り扱い 

・令和６年３月３１日まで ・・上限規制は適用されません。 

・令和６年４月１日以降 ・・・①災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。 

②災害の復旧・復興の事業に関しては、上記（１）②③は適用されません。   

準備 
施工 

後片付け等 
基礎 土工 躯体 シールド 設備 

機器製作・ 
搬入 

内装 
仕上げ 

周辺状況 

＜全工程に共通する事項＞ 

契 
 

 
 

 

約 

完 
 

 
 

 

成 

自然的要因/休日/イベント/制約条件/契約方式/関係者との調整/行政への申請/労働・安全衛生/工期変更  等 

＜各工程において考慮すべき事項＞ 

・完了検査 
 
・引き渡し前の後片付
け、清掃等の後片付け
期間 

 
・原形復旧条件 

・大型機器の 
製作・搬入 

・受電の時期 
・設備の総合 
試運転調整 

 

・養生期間  
・先行作業  
・足場計画 

・地下水及び地下

埋設物の存在 
 
・掘削土の搬出 

・資機材調達や 
人材確保 

 
・資機材の管理や 
周辺設備 

 
・その他 

・労働者や建設資材の投入量や 
採用している工法等と工期の関係を確認 

＜その他考慮すべき事項＞ 

・分野別の考慮（住宅・不動産分野／鉄道分野／電力分野／ガス分野） 
・働き方改革、生産性向上に向けた取組 
・著しく短い工期と疑われる場合の対応 
・新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた工期等の設定 
・「工期に関する基準」の見直し 

※特に設計変更が行われる場合には、工期の変更が認められないケースが多いため、重点的に確認 
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働き⽅改⾰に向けた意識改⾰ 
●平和建設株式会社 （広島県・総合建設業） 
「週休２日」のチャレンジ現場を設定し、４週８休を目指す 

平和建設(株)では、元請企業と協力して、「週休２日での完

工」を前提とした施工スケジュールを試行する「チャレンジ現場」

を設けている。明確な目標を設定することで、社内での業務効

率化の意識が高まり、労働時間の削減に成功した。 

施⼯上の⼯夫 
●株式会社マツザワ⽡店（愛知県・⽡⼯事業） 
屋根瓦のプレカットルーフ工法で現場の作業時間を短縮 

(株)マツザワ瓦店では、３D CAD によって図面データを作成

し、それを元にあらかじめプレカットした瓦を現場へ持ち込むこ

とで、作業時間の短縮に成功した。その結果、施工のトータル

工数を約１５％まで削減できた。 

ICT ツールの活⽤ 
●株式会社イチテック（愛知県・総合建設業） 
ICT 建機の導入で測量作業の効率が大幅 UP！ 

(株)イチテックでは、バックホウマシンガイダンスや TS 測量

機器、レーザースキャナー等を積極的に導入することで、一人

での測量業務が可能となり、業務の大幅な省力化が実現した。

その結果、通常と比べて約 10 日の工期短縮にも成功した。 

事務作業の効率化 
●A 社 
事務作業のペーパーレス化で生産性向上を実現 

A 社では、事務作業における業務効率化を狙い、従来の承

認作業を電子決済や電子承認アプリを利用した作業に切り替

えた。これにより、ペーパーレス化が実現し、業務時間の短縮

や少人数での作業が可能となった。 
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■「妥当な工期が多い」は６割超も、 

「４週８休以上」は１割以下にとどまる 

注文者から提案された工期について、

「妥当な工期の工事が多かった」は 66.6%で

あったものの、「短い工期の工事が多かった」

は 29.2%、「著しく短い工期の工事が多かっ

た」と回答した建設企業は 1.6%であった。一

方で、平均的な休日の取得状況について

は、「４週６休程度」が 44.1%で も多く、「４

週８休以上」は 8.6%にとどまった。 

 

■発注者の属性によっても工期設定や 

休日確保に差 

発注者の属性別にみると、工期設定につ

いて「（著しく）短い工期の工事が多かった」と

回答した割合は、小売（44.3%）・不動産業

（38.4%）・学校教育（38.1%）などが全体平均

（26.0%）よりも高かった。また、実際に取得で

きた休日については、「4 週 8 休以上」と回答

した割合は、小売（4.3%）・不動産業（4.6%）・

医療・福祉（5.3%）・住宅メーカー（5.6%）など

で全体平均（11.0%）を下回った。（数値は工

期変更がなかった工事の値） 

 

■“注文者からの理解”がポイントに 

将来の担い手を確保するためにも、適正工期

による働き方改革は、必ず達成すべき課題の一

つです。そのためには、まず何よりも「注文者の

理解」が必要だと、多くの建設企業が考えていま

す。 

建設業の適正な工期設定が、建設従事者の

働き方改革につながるということを注文者がしっ

かり自覚し、ゆとりある工期に理解を示すことが、

建設業の未来を守る第一歩となるでしょう。   

76.0%

67.6%

66.3%

49.9%

23.9%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80%

適切な準備期間等への

注文者の理解

休日確保等についての

注文者の理解

早期段階における

条件等の情報提供

短期間工期の場合、

請負金額への上乗せ

受注者側の

生産性向上の取組

その他

11.0% 9.5% 35.2% 21.1% 20.5%

2.0%

0.6%

N=2015

4週8休以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度

4週4休程度以下 不定休 その他

8.6% 10.0% 44.1% 22.9% 13.2%

1.0%

0.3%

N=1471

4週8休以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度

4週4休程度以下 不定休 その他

2.9% 23.1% 68.3%

5.7%

N=2015

著しく短い工期の

工事が多かった

短い工期の

工事が多かった

妥当な工期の

工事が多かった

余裕のある

工事が多かった

1.6%

29.2% 66.6%

2.7%

N=1471

著しく短い工期の工事が多かった 短い工期の工事が多かった

妥当な工期の工事が多かった 余裕のある工事が多かった

①注文者から提案された工期は適切だったか...(ＳＡ) 

⑤適正な工期設定の確保のために必要なこと...(MＡ) 

③工期は適切だったか...(ＳＡ) 

④実際に取得できた休日状況...(ＳＡ) 

②平均的な休日の取得状況...(ＳＡ) 
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国⼟交通省 不動産・建設経済局 建設業課 
〒１００-８９１８ 
東京都千代⽥区霞が関２-１-３中央合同庁舎３号館 
TEL︓ ０３－５２５３－８１１１（代表） 

 
 
 
 
 
 
 
参考事例がわかるサイトの紹介 

働き方改革と生産性向上を推進し、適正な工期の確保を目指すにあたっては、自社の取組のみならず、

他社の優良事例も参考にして創意工夫を行ってください。 

【工期に関する基準 参考事例集】https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001357460.pdf 

【週休２日達成に向けた取組の好事例集】https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000178.html 
 

⼯期設定⽀援システムの紹介 
工期設定に際し、歩掛かり毎の標準的な作業日数や、標準的な作業手順を自動で算出できる「工期設定

支援システム」が、国土交通省ホームページ内の「働き方改革・建設現場の週休２日応援サイト」で公開され

ています。無料でダウンロードして誰でも使用することができます。 

【働き方改革・建設現場の週休２日応援サイト】 https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000041.html 
 

駆け込みホットラインの紹介 
著しく短い期間を工期とする請負契約を締結することは、建設業法第１９条の５の「著しく短い工期の禁止」

の規定に違反するおそれがあります。建設業に係る法令違反行為の疑義情報を受け付ける「駆け込みホット

ライン」が各地方整備局等に設置されており、締結された請負契約の工期が著しく短いと考えられる場合は、

発注者、受注者、元請負人、下請負人問わず通報・相談することができます。 

【建設業違反通報窓口 駆け込みホットライン】 https://www.mlit.go.jp/common/001372097.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 元請け会社が著しく短い工期で下請け契約を締結していると疑われる場合は、公共発注者が許可行政庁にその旨を通知し

なければならない(入契法) 

※２ 国土交通大臣等は著しく短い工期で契約を締結した発注者に対して勧告を行うことができる。また、勧告に従わない場合

は、その旨を公表できる(建設業法) 

著しく短い工期 
による契約 

駆け込みホットラインなどで違反の疑いを通報 

 勧告※２ 
勧告、指示 

通知※1 

発注者 

許可行政庁 
(国、都道府県) 

元請け会社 1 次下請け会社 
著しく短い工期 
による契約 


